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環境管理の対象項目は、①環境基本計画の目標と施策、②庁舎の事務における省エ

ネ・省資源、③公共事業における環境配慮の推進、④法令順守・危機管理の４項目と

し、それぞれについて、下記のシステムで進行管理を行う。 

 
 
 

■環境管理のしくみの概要 
 

 
①環境基本計画 

 の目標と施策 

②庁舎の事務 

の省エネ等 

③ 公共事業 ④ 法令順守 

危機管理 

１ 

 

 

管理 

ｼｽﾃﾑ 

名称 

○環境基本計画の 

目標管理の仕組み 

 
 

○省エネ法によるエ

ネルギー使用量等

把握の仕組み 

 

○熊本県公共事

業等環境配慮

システム 

○各所管課での 

自律的管理 

２ 所管課 
 

○環境立県推進課 ○環境立県推進課 ○環境保全課 ○各課 

３

２ 

根拠 

 

○熊本県環境基本計

画目標管理要領 

 

 
 

※環境基本条例及び環

境基本指針に基づく 

 

○省エネ法 

○熊本県資源エネル

ギー管理委員会設置

要綱 

 

○熊本県公共事

業等環境配慮

システム要綱 

  
 

※アセス法・条例

とリンク 

○各法令 

４ 実施 

事項 

 

○年１回、各目標の

達成状況の報告を

受け、環境問題に

関する全庁的な取

り組み方針を審議 

○年１回、エネルギー

や資源の使用量等

を把握し、省エネ法

や率先実行計画等

の目標達成状況に

応じて、向上のため

の手立てを検討 

○公共事業にお

ける自主的環

境配慮を、環

境配慮専門委

員や環境調整

会議の意見を

聞きながら実

施 
 

○危険物の管理

手順書等を定

め、適正に管

理 
 

 

５ 

 

対象者 

 

 

○環境基本計画の 

各目標の主管課 

○知事部局、企業局、 

各委員会（教育庁も）、 

県警、病院局 
 

※出先機関等含む 

 

 

○公共事業を 

行う部局 

○該当法令の 

主管課 

６ 

 

進行管 

理組織 

○熊本県環境政策推

進本部 

  
 

○熊本県資源エネル

ギー管理委員会 
 
※知事部局、企業局、 

各委員会（教育庁除く) 

で構成 

 

 

  

－ － 

 

１ 「環境管理のしくみ」の枠組み 

使用量報告の対象

であることを示す 

使用量報告の対象とは同

一でないことに注意（省エ

ネ法の範囲としている） 
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２－１ 組織 

【旧】 【新】 

●熊本県ＩＳＯ管理委員会 

 

 

（廃 止） 
 

※既存組織を活用 

●熊本県環境政策推進本部 

●熊本県資源エネルギー管理委員会 

･･･エネルギー管理委員会を改組  
 

２－２ 役職 

【旧】 【新】 

●環境管理責任者   （※環境生活部長） 

●ＩＳＯ活動責任者 （※各部局長） 

●ＩＳＯ活動推進員 （※所属長） 

●環境保全推進員   （※総務班長等） 

（廃 止） 

（廃 止） 

（廃 止） 

 ●エコオフィス・リーダー【新規】（※各課担当者） 
 

２－３ 文書・様式 

【旧】 【新】 

●環境方針 

 
 

●熊本県ＩＳＯ管理委員会設置要綱 
 

●熊本県環境管理マニュアル（各様式含む） 

 

●環境監査実施要領 
 

●エコオフィス活動に関する手順書 

 （点検記載要領 及び 各様式含む） 
 

●廃棄物の適正処理及び再資源化に  

 関する手順書（分別方法説明資料含む） 
 

●環境基本指針に統合 

●各所属でよかエコオフィス宣言を行う 
 

（廃 止） 
 

 ●熊本県環境基本計画目標管理要領【新規】 
   

（廃 止） 
   

（廃 止） 

  

（一部見直しし使用） 

 

 

２－４ 対象範囲 

【旧】 【新】 

●環境基本計画   ：各目標の主管課 

●省エネ・省資源 ：本庁 

 

●公共事業環境配慮：公共事業を行う部局 

●法令順守・危機管理：該当法令の主管課 

：（変更なし） 

：知事部局、企業局、各委員会(教育庁も)、県警

※出先機関等含む 

：（変更なし） 

：（変更なし） 

２ 新旧対照表（組織、役職、文書・様式、対象範囲、作業手順） 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 
 
 

⇒ 
 
⇒ 
 

⇒ 
 
⇒ 

 
 

⇒ 

 
 

 

 

⇒ 

⇒ 

 

⇒ 

⇒ 

 

旧：平成２５年１０月までのＩＳＯ１４００１規格に基づく環境管理システム 
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２－５ 作業手順 

 【旧】  【新】 

環境基本

計画 

①環境影響評価書作成 

②環境影響要因登録簿整理 

③環境目的・目標設定 

④実施計画作成 

⑤環境目的・目標、実施計画表一覧表作成 

⑥事業実施 

⑦不適合是正措置記録 

⑧不適合予防措置記録 

⑨目標達成状況（指標）確認（中間、最終） 

⑩改善課題抽出 

→ 
○年度に１回、目標達成状況を確

認し、改善方針を立案するなど 

 

 

庁舎の省

エネ省資源 

① 環境配慮行動実施状況の監視測定 

（エコオフィス活動推進点検表を毎月作成） 

② コピー用紙や燃料の使用量の監視測定 

（半期毎に実施） 

③ 監視測定結果のＩＳＯ活動推進員（所属長）、

筆頭課、ＩＳＯ活動責任者（各部局長）、環境管

理責任者（環境生活部長）への段階的報告 

→ 
○年度に１回、資源エネルギー使

用量調査を実施するなど 

 

公共事業 ①環境影響評価書作成 

②環境影響要因登録簿 

③環境目的・目標設定 

④実施計画作成 

⑤環境目的・目標、実施計画表一覧 

⑥不適合是正措置記録 

⑦不適合予防措置記録 

→ 
（旧制度は廃止） 

※環境保全課の環境配慮制度に 

よる管理に統一 

 

法令順守・

危機管理 

＜法令順守＞ 

①法的及びその他の要求事項調査 

②法的及びその他の要求事項登録 

③法的規制等順守評価計画 

④法的規制等順守評価記録 
 

＜危機管理＞ 

①緊急事態一覧作成 

②緊急事態対応手順試行結果記録 

④ 急事態対応処置記録 

→ 
（旧制度は廃止） 

※所属による管理へ移行 

※各部の危機管理要綱等も有り 

監査、 

教育・訓練 

○内部監査 

○教育・訓練 
→ 

（廃止） 
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３－１ 「環境基本計画の目標と施策」の管理 
 

熊本県環境基本計画目標管理要領 
 

（目的） 

第１条 この要領は、熊本県環境基本計画（以下「基本計画」という。）の目標管理に関し、

必要な事項を定めることとする。 
 

（適用対象組織） 

第２条 この要領の適用対象は、熊本県環境基本計画の目標を所管する課とする。 
 

（計画：PLAN） 

第３条 各所属長は、「環境基本計画の目標など一覧表」（別紙１）に記載されている目標

のうち、所掌する目標について、当該年度の目標達成のために講ずる実施計画を、「実施

計画・評価表」（様式１）の“実施計画”欄に記載する。環境基本計画策定後に更新また

は関連分野で新設された目標についても前項と同様に記載する。 

２ 各所属長は、基本計画の目標を達成するため、その所属に係る当該年度の目標値及び

実施計画について、所属職員に対し周知する。 
 

（施策の実施：DO） 

第４条 前条の目標及び実施計画を踏まえ、施策を実施する。 

２ 各所属長は、実施計画の効果的な実行について、必要に応じて所属職員へ指導を行う。 
 

（実績報告、目標達成状況の確認：CHECK） 

第５条 各所属長は、年度終了後、所掌する目標について、当該年度の実績値を、様式１

“実績” 欄に記載する。 

２ 各所属長は、前項の実績が実施年度目標値に達していない場合は、様式１“次年度へ

の課題、課題解決方針（案）”欄に記載する。 

３ 環境立県推進課長は、熊本県環境審議会及び熊本県環境政策推進本部に対し、必要に

応じて、主要な目標の達成状況及び目標達成のための課題解決方針について報告を行う。 
 

（改善、見直し：ACTION） 

第６条 各所属長は、次年度の実施計画を作成するにあたっては、前条第３項において検

討した課題解決方針を勘案することとする。 

第７条 各所属長は、実績及び課題解決方針について、所属職員に対し周知するとともに、

公表を行う。 
 

（実施時期） 

第８条 様式１の記入の実施時期については、（１）及び（２）のとおりとする 

（１）第３条第１項に規定する事務  ６月末 

（２）第５条第１項及び第２項に規定する事務  ５月末 
 

（その他） 

第９条 その他この要領の実施に関し必要な事項は、環境立県推進課長が別に定める。 
 

附 則 

１ この要領は平成２５年９月４日から施行する。 

３ 新たなしくみの実施要領など 
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 所属長、 

担当者 

 

（計画：PLAN） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

 

所属職員 

 

 

所属長 

（施策の実施：DO） 

 

 

 

 

 
 

  
 
 

 所属長、 

担当者 

 

 

 

 

 

 

環境立県
推進課長 

 

（実績報告、目標達成状況の確認：CHECK） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 所属長、 

担当者 

 

（改善、見直し：ACTION） 

 

 

 

 

 
  

【１】環境基本計画の目標など一覧表（別紙１）を見て、所
掌する目標について、当該年度の目標値を確認する。
また、環境基本計画策定後に更新または関連分野で新
設された目標について情報を更新する。 

６月 

(PLAN) 

【２】目標達成のために講ずる実施計画を、「実施計画・評価
表」（様式１）の“実施計画”欄に記載するとともに、
所属職員に対し周知する。 

【３】目標及び実施計画を踏まえ、施策を実施する。 

【４】実施計画の効果的な実行について、必要に応じて所属
職員へ指導を行う。 

６～５月 

(DO) 

【５】年度終了後、所掌する目標について、当該年度の実績
値を、様式１“実績” 欄に記載する。 

【６】実績が実施年度目標値に達していない場合は、様式１

“次年度への課題、課題解決方針（案）”欄に記載する。 

記入後の様式１を環境立県推進課に提出する。 

５月 

(CHECK) 

５～６月 

(ACTION) 【９】次年度の実施計画を作成するにあたって、記載した課
題解決方針（案）を勘案する。 

【10】実績値や次年度への課題解決方針を所属職員に周知す
る。 

■環境基本計画の目標と施策の管理の手順 

【７】前項の結果を取りまとめる。 

【８】主要な目標や解決方針について、必要に応じ、環境審
議会、環境政策推進本部に報告する。 
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熊本県環境政策推進本部設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本県環境政策推進本部の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

（設置） 

第２条 身近な環境から地球規模の環境までのすべてにわたり、快適な環境を保全・創造するため

の施策を総合的かつ体系的に推進することを目的として熊本県環境政策推進本部（以下「本部」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第３条 本部は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

（１）環境問題に関する全庁的な取組方針に関すること。 

（２）環境問題に関する普及・啓発に関すること。 

（３）環境資源の保存と活用に関すること。 

（４）その他環境問題に係る対策に関して必要な事項。 

（組織） 

第４条 本部は、「庁議」の構成員をもって組織する。 

２ 本部長は、知事をもって充てる。 

（幹事会） 

第５条 本部に幹事会を置く。 

２ 幹事会は、代表幹事及び幹事をもって組織する。 

３ 代表幹事は、環境生活部を分掌する副知事をもって充てる。 

４ 幹事は、別表の構成員をもって充てる。 

５ 幹事会は、本部において審議する事項について調査、検討し、その結果を本部に報告する。 

６ 幹事会の会議は、代表幹事が必要に応じて前項の調査、検討事項に関係する幹事を招集し、 

主宰する。 

７ 代表幹事は、必要に応じて幹事会の調査、検討事項に関係する職員の出席を求め、意見を 

聞くことができる。 

８ 本部は、その定めるところにより、幹事会の議決をもって本部の議決とすることができる。 

（専門部会） 

第６条 幹事会は、必要に応じて専門的な調査、検討を行うため、専門部会を設置することができ

る。 

２ 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。 

３ 部会長は、幹事会から付議された事項に最も関係のある部局等の幹事または当該幹事の指名する

者をもって充てる。 

４ 副部会長は幹事会において選任された部会員の中から部会長が指名する。 

５ 部会長は、必要に応じて部会の調査、検討事項に関係する職員に出席を求め、意見を聞くこと、

又は関係所属に資料の提出を求めることができる。 

６ 専門部会の運営等に関し、必要な事項は、別に定める。 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、環境生活部環境局環境立県推進課において処理する。 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し、必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２年１０月１日から施行する。 

 この要綱は、平成１３年６月２１日から施行する。 

 この要綱は、平成１６年７月１日から施行し、平成１６年６月１８日から適用する。 

 この要綱は、平成２２年４月２０日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年９月１２日から施行する。 
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３－２ 「庁舎の事務における省エネ・省資源」の管理 

 

熊本県資源エネルギー管理委員会設置要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、熊本県資源エネルギー管理委員会の設置及び運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

 

（設置） 

第２条 熊本県が設置する施設（警察本部、教育委員会及び病院局が所管するものを除く。）

におけるエネルギーの使用の合理化及び、庁舎における省資源行動を推進することを目

的として資源エネルギー管理委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事務） 

第３条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の事項について審議する。 

 (1) 前条に規定する施設におけるエネルギーの使用の合理化の推進に関すること。 

 (2) エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第１４条第１

項に規定する中長期的な計画に関すること、及び同法第１５条第１項に規定する報告

に関すること。 

 (3) 地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第２０条第３項

に規定する地方公共団体実行計画に関すること。 

 (4) その他エネルギーの使用の合理化及び庁舎の事務における省資源行動の推進に関し

必要な事項。 

 

（組織） 

第４条 委員会は、環境局長、人事課長、管財課長、企画課長、健康福祉政策課長、環境

立県推進課長、商工政策課長、農林水産政策課長、監理課長、営繕課長及び企業局総務

経営課長をもって組織する。 

２ 委員長は、環境局長をもって充てる。 

 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、環境生活部環境局環境立県推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営等に関し、必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２２年１０月８日から施行する。 

 この要綱は、平成２３年６月２１日から施行する。 

 この要綱は、平成２５年９月４日から施行する。 
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環境立県
推進課長 

 

所属長、 

担当者 

（計画：PLAN） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

  
 

所属職員 

 
 
所属長、
ｴｺｵﾌｨｽ･
ﾘｰﾀﾞｰ 

（施策の実施：DO） 

 

 

 
 
 

 
  

 

 所属長、 

担当者 

 

 

 

 

環境立県
推進課 

（実績報告、目標達成状況の確認：CHECK） 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

 所属長、 

担当者 

 

（改善、見直し：ACTION） 

 

 

 

 

 

 

 

【２】「省エネ法の目標」と「率先実行計画の当該年度の目標」
を、省エネ・省資源目標一覧表（別紙１）を見て、確
認する。（※当該年度に、県庁全体の節電目標等が設定
されていれば、それも確認する。） 

９月 

(PLAN) 

【３】行動目標や年度の目標値等について、所属職員に周知

する。また、くまもとよかエコオフィス宣言を行う。 

【４】省エネ・省資源の取組みを実施する。 

【５】効果的な取組みについて、必要に応じて所属職員へ指

導を行う。 

９～３月 

(DO) 

【６】「燃料や電気の使用量、水等の省資源の実績」や「増減
要因」について、省エネ法に基づくエネルギー使用に
関する調査等の回答（様式１又は様式２）（別紙２参照）
を環境立県推進課に提出する。 

 

４～７月 

(CHECK) 

８月 

(ACTION) 

【９】実績、目標達成状況及び増減要因、前条の対策につい

て、所属職員に対し周知する。 

【所属ごとの状況を共用キャビネットに掲示する等】 

【８】目標達成状況を確認・評価し、資源エネルギー管理活

動の継続的な改善のための対策を講じる。 

【７】エネルギーや資源使用量の増減や省エネ・省資源対策

について、資源エネルギー管理委員会に報告し、省エ

ネ法対象部分について国に報告する。 
※知事部局、企業局、各委員会（教育委員会を除く）分のみ。 

教育委員会と県警は、ここを通さず、省エネ法対象項目に 

ついて、直接国に報告する。 

 

■庁舎の事務における省エネ・省資源の手順 

【１】省エネ・省資源について行動方針を示す。（別紙１） 
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３－３ 公共事業における環境配慮の推進 

 

熊本県公共事業等環境配慮システム要綱【環境保全課所管】 

 

第１ 目的  

開発事業等に伴う土地の改変や建築物の建設等は、環境に負荷を与え、人間の健康、自

然環境、周辺の生活環境等へ大きな影響を及ぼすおそれがあり、これらは一度破壊される

と復元が困難である。そのため、その構想・計画及び事業実施にあたり十分な環境への配

慮を行う必要がある。 

この要綱は、環境保全のための県における率先行動として、県が行う公共事業等につい

て、自主的な環境配慮を行うための手続その他所要の事項を定めることにより、事業に係

る環境への配慮が十分になされることを目的とする。 

 

第２ 定義 

この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は次のとおりとする。 

１ 対象事業 

県が実施主体となる公共事業等で、別表に掲げる事業をいう。 

２ 環境配慮 

対象事業が環境に与える負荷を減らすための措置及び快適な環境を保全・創造する措置

をいう。 

３ 環境調査 

対象事業が環境に与える影響について把握するため行う現地調査をいう。 

 

第３ 構想段階での環境配慮 

１ 早期段階での環境配慮 

（１）対象事業を計画・実施する部局等の長（以下「事業部局等の長」という。） は、環

境生活部長に対し、対象事業の概要を示す書類を提出するものとする。但し、第４の

１（１）に規定する環境調書の提出時期が、当該提出時期と同時期となる場合はこの

限りでない。 

（２）前号に規定する事業概要に係る書類の提出時期は、計画地の選定、ルートの 選定

等事業構想の検討を行う時期とする。 

２ 環境情報の提供 

事業部局等の長より第３の１（１）に規定する書類の提出があった場合、環境生活部長

は対象事業について当該事業部局等の長に対し環境に係る情報の提供を行うものとする。 

 

第４ 環境調書の作成等 

１ 環境調書の作成 

（１）事業部局等の長は別に定める公共事業等環境配慮システム技術指針に基づき、対象
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事業について、環境調書を作成し、環境生活部長に提出するものとする。 

（２）前号に規定する環境調書の作成時期は、事業計画の決定の前であって、環境配慮の

内容が適正に定められる時期として環境生活部長が事業部局等の長と協議して定める

時期とする。 

（３）事業部局等の長は環境調書の作成にあたり、必要に応じ環境配慮専門委員の助言を

受けることができる。 

（４）事業部局等の長は環境調書の作成にあたり、必要に応じ環境調査を実施するものと

する。 

（５）事業部局等の長は、第４の１（１）に定める環境調書の提出時点で、対象事業の特

性等により一部環境配慮に係る措置が明らかでない場合には、当該措置が明らかにな

った時点で、その項目についての環境調書を作成し、環境生活部長に提出するものと

する。 

２ 環境生活部長の意見 

（１）環境生活部長は第４の１（１）に規定する環境調書の提出を受けたときは、事業部

局等の長に対し、環境配慮の見地からの意見を述べるものとする。 

（２）環境生活部長は、前号に規定する意見を述べるときは、環境調整会議の意見を聴く

とともに、必要に応じ環境配慮専門委員その他の学識経験者の意見を聴くものとする。 

 

第５ 報告 

事業部局等の長は、環境調書に記載されているところにより、第４の２（１）に規定す

る環境生活部長の意見を尊重して環境配慮措置を決定し、環境生活部長に報告するものと

する。 

 

第６ 環境配慮の実施 

事業部局等の長は、決定した環境配慮措置に従い、環境配慮に努めて事業を実施するも

のとする。 

 

第７ 事業内容の変更等 

事業部局等の長は、対象事業の変更により、環境に及ぼす影響が大きくなるおそれのあ

るときは、改めて第４から第６までの規定による手続を行うものとする。 

 

第８ 環境配慮専門委員 

１ 知事は、この要綱による環境配慮に関し必要な意見を求めるため、環境配慮専門   

委員を置くものとする。 

２ 環境配慮専門委員には、熊本県環境影響評価審査会委員を充てる。 

３ 前２項に定めるもののほか、環境配慮専門委員に関し必要な事項は、別に定める。 

 

第９ 環境調整会議 

１ 第４の２（２）に規定する環境調整会議は、関係各課長をもって構成し、環境局長が
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これを主宰する。 

２ 前項に定めるもののほか、環境調整会議に必要な事項は環境生活部長が別に定める。 

 

第 10 適用除外 

１ 対象事業が法令、条例等に基づき環境影響評価を実施する事業に該当する場合は、こ

の要綱の規定（第３の規定を除く）は適用しない。 

２ この要綱の規定は、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８７条の規定に

よる災害復旧事業及び災害の防止のため災害復旧事業と併せて施行することを必要とす

る事業並びに災害の復旧又は防止のために緊急に実施することを必要とする事業につい

ては適用しない。 

 

第 11 その他 

この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項については別に定める。 

 

      附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成 10 年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行前に、既に事業計画等の基本的事項が定まり、その実施が決定されて 

いるもの等については、この要綱の規定は適用しない。   

 

一部改正 平成１１年４月２０日施行 

          （対象事業に公有水面の埋立事業を追加） 

一部改正 平成１３年４月１日施行 

          （熊本県環境影響評価条例の施行等に伴う第 10 適用除外の規定の整理） 

一部改正 平成２０年１２月８日施行 

          （環境配慮専門委員に係る規定の改正等） 

一部改正 平成２３年６月３日施行 

          （機構改革に伴う環境調整会議主宰者の名称変更） 
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■公共事業の環境配慮の手順 

住民意見 

知事意見 

配慮書の作成 

対象事業に係る計画策定 
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３－４ 法令順守・危機管理の実施 

   

■法的及びその他の要求事項の一覧（抜粋） 

No. 環境影響要因 対象機器名 法令等名称 規制要求項目 
緊
急
事
態 

担
当
所
属 

    又は活動名     

1 エネルギーの

使用 

庁舎全体 エネルギーの使用

の合理化に関する

法律 

第１種エネルギー管理

指定工場省エネ努力 

  管財課 

エネルギー管理員の

選任 

  管財課 

2 ばい煙の発生 ボイラー 

ガス焚二重効用 

吸収式冷温水機) 

大気汚染防止法 

(伝熱面積 10 ㎡

超) 

ばい煙排出基準順守   管財課 

ばい煙量の測定   管財課 

ボイラー 県生活環境の保全

等に関する条例 

ばい煙排出基準順守   管財課 

ばい煙量の測定   管財課 

3 騒音の発生 空冷ｽｸﾘｭｰ熱回収

型ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ他 

県生活環境の保全

等に関する条例 

騒音圧縮機、送風機、

ｸｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ基準の順守 

  管財課 

4 高圧ガスの製造 空冷スクリュー

熱回収型ヒート

ポンプチラー 

高圧ガス保安法 高圧ガスの製造(第

２種製造者)構造及

び設備の技術上の基

準適合維持 

  管財課 

保安教育計画策定、

実施 

  管財課 

5 オイルの漏洩 オイルタンク 水質汚濁防止法 地下水汚染防止 

事故時の応急措置

(点検) 

○ 管財課 

熊本県地下水保全

条例 

地下水汚染防止 

事故時の応急措置・

報告 

○ 管財課 

6 オイルの貯蔵 オイルタンク 消防法 危険物保安監督者の

指名(危険物取扱者

乙種第４類) 

  管財課 

7 特別管理産業 

廃棄物の保管 

ＰＣＢ入安定器 廃棄物の処理及び

清掃に関する法律 

特別管理産業廃棄物

保管基準に基づく生

活環境の保全上支障

のない保管 

(廃ＰＣＢ保管庫で

保管・管理) 

○ 管財課 

      特別管理産業廃棄物

管理責任者の配置 

  管財課 

      廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

施行規則 

適正な保管場所の確

保、特別管理産業廃

棄物の種類の掲示 

特別管理産業廃棄物

の飛散・流出等防止

措置 

  管財課 

~以下略~ 
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＜「環境基本計画の目標と施策」の管理＞ 

別紙１ 環境基本計画の目標など一覧表 

 

様式１ 熊本県環境基本計画目標管理に係る実施計画・評価表 

 

 

＜「庁舎の事務における省エネ・省資源」の管理＞ 

別紙１ 率先実行計画の目標一覧 

 

別紙２ 各主体の省エネ・省資源活動に係る記入様式、提出物 一覧 

 

様式１ 省エネ・省資源調書【施設管理者用】 

 

様式２ 省エネ・省資源調書【本庁各課用】 

 

 

４ 記入様式など 


